
【蛍光灯回収について】 

１．回 収 日  一．４月、８月、１２月の第三木曜日 

        二．持込できる日は、原則回収日のみとなります。 

２．回収方法  組合員が卸センター事務局へ直接持込み。 

３．回収申込み 一．回収日の約２週間前に、組合より回収実施についてご案内いたします。 

        二．ご利用を希望する組合員は、申込書に必要事項を記入し、卸センター業務部へ 

          ご提出ください。 

４．費  用  無料 

５．注意事項  一．回収日以外の持込みはできません。 

二．ＬＥＤ蛍光灯及び、割れた蛍光灯も回収いたします。 

三．蛍光灯は問屋町内の事業所から排出されたものに限ります。 

６．問合せ先  ㈿青森総合卸センター業務部（担当：堀内 TEL 738-4711・FAX 738-7323）    

 
 
組合員及び関連企業 各位 

(協)青森総合卸センター 

 

 

 

 

 

 

 蛍光灯回収を下記のとおり実施しますので、回収を利用する場合は、下記申込書に

必要事項を記入し、卸センター業務部へご提出ください。 

 

≪ １２月の回収日及び申込みについて ≫ 

１．回収日 ２０２１年１２月１６日(木) 9：00～1２：00  
※持込み時間はお守りいただきますようお願いいたします。 

２．申込み １２月１３日(月)までに、下記申込書にご記入のうえ卸センター 

        業務部までお申込みください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

きりとらずにそのままＦＡＸください 

 

蛍光灯回収利用申込書 

 
（協）青森総合卸センター 行             ２０２１年  月  

日 

（業務部・FAX738－7323） 

                      会 社 名                

                      担当者名                

 

概算排出量   約     本 又は 約     ㎏ 

蛍光灯回収の実施について 
（お知らせ） 

 



（排出数量は概算でご記入ください） 


